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○司会（仲） 皆様、こんにちは。ほぼ定刻になりましたものですから、ＣＯＰ10報告会、予

定どおり開始させていただきます。 

 開始に当たりまして、若干事務的な連絡になりますが、連絡を何点か申し上げたいかと思っ

ております。 

 まず、１点目でございますが、本日はＣＯＰ10の報告会ということで、きょうこういう場を

設けさせていただきましたが、同様にＣＤＭ、特に吸収源ＣＤＭに係わりまして普及啓発、私

ども国際緑化推進センター、いろいろ努めておるところでございますが、来月の２月15日から

18日、４日間になりますが、実は「吸収源ＣＤＭに関する研修会」を予定しております。 

 それから、その研修会の一環としても位置づけておるんですが、ＣＤＭに関しての国際フォ

ーラム、アジア、中南米あるいはアフリカのＣＤＭの関係者の方に、実は具体的なパネリスト

については今、調整中でございますが、２月16日にはＣＤＭについての国際フォーラムなんか

も予定させていただいております。まだ実は具体的な細部までは固まっておりませんでして、

固まり次第、私どもＪＩＦＰＲＯのホームページ等を使いまして募集と申しますか、お知らせ

をする予定にしております。ご関心のある方は、ＪＩＦＰＲＯのホームページを開いていただ

きまして、研修会あるいは国際フォーラムにご参加いただければ幸いかと思っております。 

 それから、同様に、きょう受付のところで、ＣＤ－ＲＯＭ、ちょっと数に限りがあったもの

ですから、同一の組織の方については代表の方お１人だけということで限らせていただきまし

たが、これは地球温暖化に絡めまして、地球温暖化、京都議定書の話、ＣＤＭの話、それから

私どもＪＩＦＰＲＯの緑化活動等につきましてコンパクトに取りまとめた、本当に初級者用と

いうことですので、きょうお集まりの方には若干レベルが低いかなと思う方があるかもしれま

せんが、中身はパワーポイントで日本語版と英語版、約50ページほどのスライドになっており

ます。そのスライドにあわせて、この本の方で一種のナレーションみたいな、スライドの説明

文もこの本でなっておりまして、これが１セットでございますので、皆様の、例えば温暖化問

題とか、ＣＤＭの話なんかで、関係する方々にいろいろな会合などの場で、もし、プロジェク

ターが必要になりますけれども使っていただいて、普及啓発いただければ幸いかと思っており

ます。 

 それから、３点目ですが、きょう、この報告会の進行ですが、２時から始めて終了４時をめ

どにいたしております。ご報告いただきます赤木調査官には、既に皆様に資料をお配りさせて

いただいておりますが、資料に基づきまして１時間少々ご説明をいただきまして、その後、若

干の休憩をとらせていただきます。休憩の後、ご参加いただいた皆様から質疑とか、あるいは
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場合によってはご意見とか、そういうことで質疑応答の時間を若干用意いたしております。質

疑応答も含めまして４時には終了と、そのような段取りで考えておりますので、よろしくご協

力をお願いいたしたいかと思います。 

 それから、最後になりますが、携帯電話はいろいろ周りの方にもご迷惑になります。お持ち

の方にありましては、携帯のスイッチを切っていただきたいかと思っております。 

 以上でございます。 

 それでは定刻を若干過ぎましたが、ただいまからのＣＤＭ吸収源事業説明会・ＣＯＰ10報告

会という位置づけでございますが始めさせていただきます。 

 開催に先立ちまして、私ども国際緑化推進センターの理事長を務めております塚本からごあ

いさつ申し上げます。 

 理事長よろしくお願いいたします。 

○塚本理事長 国際緑化推進センター理事長の塚本でございます。 

 きょうは、ＣＯＰ10の報告会を開催いたしましたところ、年初めの大変お忙しい中にも係わ

らず、このように大勢の皆様にご参加いただきまして、まことにありがとうございました。 

 昨年の12月の６日から17日まで、アルゼンチンのブエノスアイレスで、気候変動枠組条約の

第10回の締約国会合、いわゆるＣＯＰ10が開催されたところでございます。ご承知のとおり、

1997年に京都で開催されたＣＯＰ３で京都議定書が採択されまして、この中でクリーン開発メ

カニズム、いわゆるＣＤＭが温室効果ガスの排出削減目標を達成する仕組みの１つとして位置

づけられて７年余りが経過したことになります。 

 この間、特に吸収源ＣＤＭにつきましては、その可否を含めて、いろいろな議論が重ねられ

てまいったところでありますが、一昨年12月のＣＯＰ９におきましては、吸収量の定義、測定

方法、さらにはクレジットの種類、森林・新規植林・再植林の定義などが確定いたしたところ

でございます。 

 そして、昨年行われましたＳＢＳＴＡ20におきまして、小規模ＣＤＭ植林に関する簡易な取

扱手続きについて議論がされまして、今度のＣＯＰ10におきまして、そうしたものの集約とし

て簡素化された小規模ＣＤＭ植林ルール、こういうものが決定されたところでございます。 

  一方、京都議定書につきましては、皆様方、既にご存じのとおり、懸案でありましたロシ

アの批准が昨年12月に行われまして、いよいよ本年２月にこれが発効する運びとなったところ

であります。 

 このような状況の中でＣＤＭ植林を実現するための国際的な環境と申しますか、諸条件の整
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備が、概略進んできているというように考えております。現にＣＤＭ理事会には既に２つのプ

ロジェクト案が提出されているというふうに聞き及んでおります。 

 本日は、日本政府代表団の一員としてＣＯＰ10の会議に参加をされました林野庁計画課の赤

木利行調査官からお話をお聞きすることになっております。ＣＤＭ植林に対する各国の取組み

を初めとして、交渉のいきさつ、あるいは経緯、今後の見通しなど、現場の生の雰囲気も含め

てお話しをいただければ大変ありがたいなと感じておるところでございます。 

 我が国が、この温室効果ガスの削減目標を達成していく上で、ＣＤＭ植林というものを活用

していくということが、今後、極めて重要な課題になってくると思っております。また、あわ

せて途上国に森林を造成するということで、そのことが、それらの国々の自然環境の改善にも

つながりますし、また、地域社会の発展にもつながる。このように考えているところでござい

ます。 

 私ども国際緑化推進センターといたしましては、これまでも各種の報告会の開催や、あるい

は研修会の実施等を通じまして、ＣＤＭ植林に関する情報提供等を行ってきたところでありま

すが、本日、この大会を通じまして、皆様方がさらにＣＤＭ植林に関する理解を深めていただ

きまして、そのことが今後のＣＤＭ植林の実現につながることを期待いたしたいと思っていま

す。 

 以上、まことに簡単でございますが、主催者を代表いたしまして、冒頭のごあいさつをさせ

ていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、これからご報告いただきますが、ちょっとスクリーンの準備がございますので

少々お待ち下ださい。 

 それでは、今日、報告をいただきます林野庁計画課の赤木調査官をご紹介いたします。よろ

しくお願いいたします。 

○赤木調査官 それでは、早速でございますけれども、ＣＯＰ10の概要ということでご説明を

させていただきたいと思います。 

 きょう、ご参加されている方々のリストを見ますと、企業やあるいは大学などで、非常に専

門的にＣＤＭについて研究をされている方々が多いような感じでございますので、私などより

はずっと経験とか知識が豊富な方もたくさんおられると思いますので、私の説明も間違ってい

る部分とか、あるいはわかりにくい部分が多々あろうかと思いますので、ぜひ、ご指摘をいた
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だいて、いろいろとお互いに高めあえるような、そういう場にしたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

 今回の報告ですけれども、簡単に、今回のＣＯＰ10の位置づけといいますか、全体の概要を

ご説明をいたしまして、その後、森林分野でどういうことが議論されているかということを、

それから、その後でＣＤＭのルール、特に小規模ＣＤＭ植林のルールがどういうふうに簡素化

されたか、というところについてご説明をしていきたいというふうに思っております。 

 ご案内のとおり、ＣＤＭ植林のルールというのは、これは一昨年のＣＯＰ９で通常規模のル

ールというものは既に決められておりまして、ＣＤＭのルール自体は吸収源の方、森林分野の

方がおくれてルールづくりがなされております。その前に、ＣＯＰ７から既に排出の方のルー

ルづくりというのが進められておりまして、植林の方は、その後を追うような形でルールづく

りが進められたということでございます。したがって、今回、小規模の植林ＣＤＭのルールが

固まったということで、ＣＤＭのルール自体、枠組みですけれども、すべてが整ったというこ

とになろうかと思います。 

 会議自体は、私以下、林野庁関係では４名が出席をいたしました。ＣＤＭの関係では担当補

佐の宮薗という者も行きましたので、ちょっとご紹介させていただきます。 

 宮薗君と私と２人で、特にＣＤＭ植林の関係の会議を中心に出席をさせていただくというふ

うになりました。後で質問等がありましたら、彼が的確に答えると思いますので、よろしくお

願いします。 

（スライド） 

 この会場には行かれた方もいると思うんです。これがアルゼンチンの今回のＣＯＰ10の会場

の入り口です。アルゼンチンでは既にＣＯＰ４、ＣＯＰ３の京都会議の次の会議で、アルゼン

チンが開催国になったんですけれども、今回２回目ということで、その意気込みといいますか、

温暖化対策に対する意気込みというのが感じられるわけですけれども、これが全体の概要で、

ここはラルールという、いわゆる農業関係の国際展示場のようなところでございまして、会議

室というよりは、むしろ会議室をつくったような感じのところでした。 

（スライド） 

 全体の概要として簡単にまとめたものですけれども、実際に会議の日程は６日から17日まで

であったわけですけれども、実際には17日の会議が延びて、18日の昼ごろまで会議を延長して

実施したということです。これは後でちょっと理由を言いますけれども、延びる理由があった

ということです。 
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 それから、参加国 167カ国の締約国を含め、国際機関、ＮＧＯで 6,200名ぐらい。これは

リストに載っている人だけですので、恐らくこれの何％増しかの人が参加をしているというこ

とになろうかと思います。 

 さらに我が国からは、小池大臣ほか80名ぐらいの関係者が出席ということなんですが、ちな

みに日本以外の国で多い国といいますと、アメリカと、今回は南米ということもありまして、

ブラジルの出席者が非常に多かった。ちなみにアメリカは 100名以上出ていますし、ブラジル

もそれぐらいの数は出ていたと思います。 

 それから、次回のＣＯＰ11。ＣＯＰというのは、大体11月から12月にかけて開催されている

わけですけれども、ＣＯＰ11の開催場所はまだ未定なんですが、京都議定書が２月16日に発効

するということで、ＭＯＰという、これはいわゆる京都議定書の第１回の締約国会議とあわせ

て開催をするという運びになっております。開催国は、今のところ未定です。もし決まらなけ

ればドイツのボンでやるということになると思います。 

 （スライド） 

 これは、外務省あたりが出している全体の概要版を簡単にまとめたものでして、主に３点あ

ったと思います。１点目が京都議定書の発効を歓迎して、取組みのモメンタルを維持、加速化

させていくという、そういう１つの大きな流れです。これは各国のいろいろなステートメント

の中でも、相当前向きな発言がされている。後ろ向きの発言も当然あるわけですけれども、  

大部分の国は前向きに取組んでいる。 

 それから、もう一つ、これが非常に大きなテーマだったんですけれども、ポスト京都議定書

の交渉というのは、2005年末までにスタートさせるという、そういう位置づけになっておりま

して、ですから、ある程度、交渉をそろそろ始めていかなければならない時期にきているわけ

です。今回、ポスト京都議定書を視野に、どういった取組みを進めていくかということで、こ

れは各国それぞれ思惑が違っているという面もありまして、この点に時間をとった。最終的に

は17日にまとまらずに18日までもつれ込んだというのは、これが原因です。 

 最終的には情報交換を実施していくという点で、１回限りのセミナーを開催する。それから、

あと、そのセミナーで決まったことについては、事務局が各締約国に情報を提供していくとい

うふうな、そういう位置づけで、それを、要は次期の交渉の開催に使うというふうな、そうい

うきっかけにするというふうなセミナーではないという位置づけです。それは、こういった次

期交渉をできるだけ早く進めていきたいというＥＵと、それからこういうのをおくらせたいと

いうアメリカですけれども、その対立というのは非常に根深いものがありますし、それから途
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上国の中でも、どちらかというと、まだ次の交渉をどんどん始められると、途上国の約束削減

義務の約束をとられる可能性もあるということで、途上国は懸念を示しているという面もあり

ます。 

 したがって、５月に、とりあえずはセミナーを開催して意見交換をする、情報交換をすると

いうことに、今回とどまった。これは非常に大きなポイントだと思います。 

 それから、もう一つが、途上国の関心事項として、適応差です。これは気候変動によって、

いろんな災害が起こったりとかしているわけですけれども、それに対応をするためのいろいろ

な資金とか、人的支援などの支援に加えまして、５カ年の行動計画というのを、今回つくった。

この３点が主な成果であるというふうに言えると思います。 

 （スライド） 

 吸収源、これは森林の分野ですけれども、具体的にどういうふうなことが議論されたかとい

うことで、これも大きく分けて３点ございます。１点が森林等による吸収量の推計方法等に関

する指針、ＧＰＧといっていますが、これの京都議定書への適用などです。 

 ２点目として、伐採された木材製品。今のルールでは伐採されたものというのは、即排出に

なってしまうわけですけれども、実際に切られても木材は残っているわけです。残って何かに

使われている。ある意味で、炭素がそこで保存されているわけですけれども、そういったもの

が評価されていないということで、これの取扱いをどうしていくかというのが、今議論されて

います。これはまさに今の枠組ではなく、次期、次の約束に向けての交渉ということです。 

 それから、３点目が今回、中心議題の小規模ＣＤＭの植林ルールということでございます。 

 この３点が森林分野で議論された点であります。 

（スライド） 

 まず、ＧＰＧの京都議定書への適用ということですけれども、実はＧＰＧは、2003年のＣＯ

Ｐ９で、ＧＰＧを適用させるということを、採択するということを目指してやっていたんです

けれども、ＣＯＰ９で採択できずに、昨年６月のＳＢＳＴＡ20でも議論がまとまらずに、今回

のＳＢＳＴＡ21まで持ち越されたということでして、今回は最終的に強く反対していたツバル

とか、そういった国が、これについてある程度納得をしたということで、最終的に合意が得ら

れることになりました。 

 ツバルなどは、余り名指しで言うとあれなんですが、いわゆる島嶼国自体は非常にシンプル

です。特に植林、森林の吸収源を使うということに対して非常に懐疑的というか、できるだけ

使わせないようにしようというふうな、そういう考え方を持っておりまして、したがって、こ
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ういう適用に関しても非常に厳しい適用の仕方を求めようとしていたわけです。 

 それに対して、日本・カナダ・ＥＵなど先進国は、そういうことに対しては非常に、そもそ

もがＧＰＧの趣旨に合わないのではないかという主張をして、最終的には納得されたというこ

とであります。 

 それから、もう一つ、今後の対話ということで、第１約束期間後の森林吸収源の取扱いにつ

いての対話プロセスというのを、これはオーストラリアが提案していたわけですけれども、そ

れについても、途上国がそういう対話というのはまだ時期尚早ということで反対をして、これ

をどうするかというのは、継続検討ということになりました。 

（スライド） 

 それから、さっきのＨＷＰの計上方法ですけれども、今のところは特に何も決まったものは

ございません。ＩＰＣＣの方で、いろいろなアプローチがあるわけですけれども、プロダクシ

ョン方式とか、ストックとかフローとか、いろいろあるんですけれども、そういうアプローチ

に適用可能のデータの推計方法の開発をＩＰＣＣで進めている、それが報告されて了承された

ということです。 

 それから、もう一つは、このＨＷＰの関連データの未提出の国というのは、日本もそうなん

ですけれども、未提出国は８月までにデータを提出してくださいよということです。それで、

データを提出した後、ＳＢＳＴＡ23、これは11月か12月にかけて開催されますけれども、そこ

で検討していくということになります。 

（スライド） 

 最後に小規模のＣＤＭ植林のルールづくりということで、これはどういう形で行われたかと

いうことの説明であります。６月のＳＢＳＴＡ20のときと同じような形で進んだわけですけれ

ども、通常、１つのまとまりがある議論というのは、コンタクトグループというのを設置して、

そこで大きな会議場で議論すると、なかなかまとまらないので、専門家によるコンタクトグル

ープで議論をしていく。ここも加盟国が全部入れますし、それから基本的にオープンですので、

いろいろな人が入ってくるということもあって、さらに少人数の非公式協議ということで、こ

こは極めて少い人数で議論をしていく。決まったことを、このコンタクトグループに上げて、

ここで了承を得て、ＳＢＳＴＡとかＣＯＰに上げていくという、そういうルールになっており

ます。 

 今回も、前回のＳＢＳＴＡ20と同じ議長、クルーブというブラジルの女性の方ですけれども、

この方と、もう１人はディンペンマンという、吸収源では有名な人ですけれども、イギリスの
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男性の方です。この２人が共同議長ということでまとめ役になりました。非公式協議について

は日本とか、ＥＵ、カナダ、これは絞られた国ですけれども、スイス、ノルウェーなどなどで

す。こういった国が参加をして議論を行ってまいりました。 

 今回のＳＢＳＴＡ21は、前回のＳＢＳＴＡからの持ち越しとなっているバンドリング――こ

れは後でまた説明しますけれども――の話とか、小規模、これは８ktというふうなものに位置

づけられているわけですけれども、この定義のあり方、それから、途上国に対する支援策など

について議論が行われました。 

 最終的に、ＳＢＳＴＡでドラフトが採択されて、その決定案をＣＯＰ10で採択ということに

なりました。採択された文章については、ＵＮＦＣＣ、条約事務局のホームページにございま

すので、きょう、お配りしていないですけれども、そこで確認していただければいいと思いま

す。 

（スライド） 

 それで、ちょっとここはおさらい的なんですが、ＣＤＭの枠組みを少し簡単に、ちょっと  

模式的にあらわしたものでして、これがアネックス１カントリーということで、いわゆる先進

国のプロジェクトパーティシファントです。それから、これが途上国となるわけですが、先進

国の参加者、企業とかＮＧＯとか、いろいろな団体でもいいんですけれども、そこからファン

ドとかテクノロジーが途上国の方のプロジェクトに行くわけです。プロジェクト自体は、ＣＤ

Ｍ自体は新規植林か再植林、どちらかしかありませんので、それもいわゆる1989年以前に森林

でなかったという条件がついていますので、そういうふうなところに対して、先進国から技術

やお金が行ってプロジェクトを実施していく。そのプロジェクトは、当然、木を植えて植林を

していくわけですけれども、ここに二酸化炭素の蓄積ができるわけです。それをいわゆるクレ

ジット、ＣＲとして発行をして、その発行したものを途上国と先進国で分け合うというふうな

仕組みになっています。分け合ったものについては、先進国は排出削減義務がありますので、

その排出削減義務にこれを使うことができる、というふうな仕組みになっています。 

 したがって、途上国から見ればお金とか技術が入る。そのことによって地域の環境が保全さ

れる。先進国にとってはそれがクレジットとなって戻ってきて、それで排出削減に使えるとい

うふうなメリット。ですから、これは先進国・途上国、双方がメリットがあるという、そうい

うシステムなんですけれども、それをちょっとわかりやすく書きました。これは皆さん、ご理

解されていると思います。 

（スライド） 
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 今回は小規模のＣＤＭのルールということで議論が進められたわけです。前にも申しました

ように、通常規模はＣＯＰ９でルールが決められたわけですけれども、今回、ＣＯＰ10では小

規模なＣＤＭ植林ということで議論が行われました。これはＣＯＰ９のディシジョンＣＰ９  

という、１９／ＣＰ９というディシジョンの中に書かれている定義なんですけれども、小規模

植林というのは一体何かというと、「年間８ktの二酸化炭素以下の吸収源による温室効果ガス

の純人為的吸収量になると予想され」というのは、これは一定のプロジェクトのエリアがあっ

て、そこで吸収される二酸化炭素の量が年間８kt、 8,000キロの二酸化炭素。それよりも大き

いものは通常規模ですよ、それよりも小さいものは小規模ですよ、小規模になればルールが簡

単なルールになりますよ、というふうなことです。 

 それから、もう一つコンディションがありまして、ホスト国の規定する低所得共同体、コミ

ュニティとか、個人、インディビジュアルにより開発されるか、または実施されるものという、

こういうもう一つの条件がありまして、この２つを満たすものをＣＤＭ植林というふうに定義

するということに、これはＣＯＰ９で決まっております。 

 もう一つは、８ktといっても、実際、８ktを超えちゃったらどうなるのというと、超えた分

はtCERsとかlCERs、いわゆるクレジットは発行することはできませんよと。この３つは既にこ

のディシジョンに書かれたものです。 

（スライド） 

 これは前回のＳＢＳＴＡ20で決定した事項。これはちょっとおさらい的になりますのであれ

ですけれども、主要なものは、前回の６月のＳＢＳＴＡで決まっております。大体合意を得た

ものでして、ベースラインであるとか、それからモニタリング、リーケージ、それから環境・

社会経済影響分析です。それから、バンドリングで、デバンドリングというバンドリングでき

ないという、それの条件というのが一応決まっております。これらについては既に決まったも

の、合意を得ているということです。 

（スライド） 

 それをちょっと実際に決定文ではどういうふうに書かれているかというのを、ここで示して

おります。 

 まず、ベースラインですけれども、顕著な変化が起こらないことを示せる場合、プロジェク

ト開始前に測定した現存する炭素蓄積をクレジット期間中一定と見なすことが可能。これはち

ょっとわかりづらいですけれども、ベースラインというのは、皆さんご存じかと思いますけれ

ども、そのプロジェクトがなかった場合に、例えば草地のような、そういうところに木を植え
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ていきます。そのときに、その場所というのは、将来的にずうっと草地のままで推移する。そ

れがベースラインです。草地でも、ある程度の炭素の蓄積量はあるんですけれども、木を植え

たら、これだけふえるわけです。草地の場合は、ベースラインが草地である。それは、ここに

「顕著な変化が起こらないことを示せる場合」というのは、まさに草地のまま推移しますよと

いうことが示せる場合には、その「プロジェクト期間開始前に測定した現存する炭素蓄積を  

クレジット期間中一定とみなすことが可能」。だから、コンスタントに一定の割合でいけます

よというのは、ここで、こういうことが示せればいけます。ただ、顕著な変化が想定される場

合には、理事会が簡素化されたベースライン方法を開発するということになっておりまして、

それを活用しなさいよと。したがって、起こらないことが示せる場合には一定ですけれども、

それが示せない顕著な変化が起こる場合には、この理事会で、今後開発されるベースラインを

使うということになります。 

 ここでちょっと注意書を書いていますけれども、では開発される前はできないの、というこ

となんですけれどども、実際には理事会で開発はするんですけれども、開発した、簡素化され

た方法でもいいですし、みずから開発した方法でもいい。どちらかを選択できるというふうな

ことになってます。 

（スライド） 

 それから、もう一つは、理事会で開発するわけですけれども、今回といいますか、ＳＢＳＴ

Ａで決まったことは、理事会が草地から林地に行く場合、農地から林地、湿地から林地、居住

地から林地、こういったタイプごとに、簡素化されたベースライン方法を開発していきなさい

よと。これはガイダンスです。いわゆる、こういう形で簡素化の方法を開発してくださいとい

う、理事会に対してのガイドです。 

 これら４タイプについては、ここにちょっと条件がついていますけれども、土壌とか、プロ

ジェクト期間とか、気候条件を考慮した簡易手法を開発すること、ということになっておりま

す。 

 これをもとに、理事会が方法論を開発していくということに、これからなっていきます。 

（スライド） 

 これはさっきの説明を図であらわしたものです。ベースライン、これはプロジェクトがない

場合、こういうふうな草原が、そのままずうっと草原で変わりませんということが、これはベ

ースラインシナリオです。ちょっと波打っていますけれども、これは一定ですよということが

証明できれば、それは一定値を使えるということです。通常はこういうふうな草原に木を植え
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るわけですけれども、こんな感じで成長していくということでして、クレジットというのは、

このプロジェクトではない場合の、いわゆるベースラインです。収量というのはこれですけれ

ども、そこからベースラインを引いた、これがクレジットになるという考え方です。その意見

がちょっとありますけれども、そういったものを引いたものが、最終的にはクレジットの量と

いうことになります。これがＣＤＭ植林の考え方なんです。 

（スライド） 

 モニタリングです。これは当然プロジェクトがあって、実際にどれだけ二酸化炭素が蓄積さ

れているかというのをはかっていかなければいかんわけですけれども、そのはかり方をどうす

るかというふうな議論でして、はかり方も簡素化していきましょうよということになっていま

す。モニタリングのやり方についても、次の、ことしの12月ごろに開催されるＣＯＰ／ＭＯＰ

で検討していくための簡素化されたモニタリング方法を、理事会は開発をしていく。 

 あと、炭素プールというのがあるんですけれども、いわゆる森林でも見えている部分、地上

部とか、地下の根っこの部分とか、あと、例えば枯れている木とか、それから土壌中の炭素と

か、いわゆる枯れ葉です。そういったものすべてを炭素プール、それぞれを炭素プールと呼ん

でいるんですけれども、そのそれぞれ全部を測定しなくても除外が可能、１つ以上の炭素プー

ルを除外できるというふうなための監査法の検討というのも理事会で行っていく。 

 それから、適切な場合にはプロジェクトタイプごと、これはさっきいったように、草地とか、

湿地とかそういったもののプロジェクトタイプごとに方法を提示していきましょうと、そうい

うことです。こういったものが今回といいますか、ＣＯＰで最終的に決められたものです。 

（スライド） 

 それから、リーケージというのがございました。さっきの絵に戻していただけますか。 

（スライド） 

 ここにリーケージの説明が書いてあります。リーケージというのはどういうものかというこ

とで簡単に説明をしておりますけれども、例えば、プロジェクト実施により、これまでプロジ

ェクトサイトの中で農業を行っていた人々、サイトがあって、そこで農業をやっていました。

当然、プロジェクトを実施することによって、農業を行っていた人がプロジェクトの外に出て、

植林をするために、そこを移動してもらって、プロジェクトのエリアの外に出て焼き畑農業を

実施するようになった。そういった場合には、そのプロジェクトに起因して排出が起こるとい

うことをリーケージといっておりまして、そういうリーケージもちゃんとカウントしましょう

よということになっております。そのカウントの仕方も簡素化していきましょうという話にな
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っております。 

（スライド） 

 今回も、これは非常に複雑な書き方をしていますけれども、プロジェクト実施により各種活

動や人の排除がプロジェクト境界外で起こらないことを証明できる場合。人とか活動がプロジ

ェクトの境界の外に移動しないということが証明できる場合には、「排出が増加するとしても

検索は不要」。原文はもう少し、トリガーというのがあるんですけれども、要するにそういう

活動みたいなものを引き起こす場合も、そういうことが引き起こされないような証明ができる

場合には計測は不要というような、そういう書き方になっています。ここでは「等」というふ

うにしています。こういうものが証明できない場合には計測が必要。理事会はその計測のため

のガイドラインを開発する。これも最終的には理事会に、方法論についての開発を委ねるとい

うことになっております。 

 ちょっと説明が不足していたかもしれませんが、理事会というのはＣＤＭのいろいろな方法

論を決めたりとか、それから、プロジェクトの実施のいろいろな登録をしたりとか、というふ

うな役割を担っているところでして、ＣＤＭにとっては非常に重要な役割を果たしているとこ

ろです。 

 この理事会が、最近、 特にプロジェクトの方法論とか、審査とか、そういったもので

大変忙しくなっていまして、その議論の仕方にも非常に問題があるということで、今、いろい

ろなことを言われているわけですけれども、ある意味で役割を強化して、もう少ししっかり対

応をしていただかないと、こういうガイドラインとかの開発も理事会に委ねられているわけで

すから、こういうものを迅速に、これから開発を進めていただくということが必要かなという

ふうに思っています。 

（スライド） 

 環境・社会経済影響分析ということで、これも社会経済影響の分析というのは、通常といい

ますか、排出の方の小規模のＣＤＭについてもやることになっているんですけれども、今回は

「環境」というのがつけ加わって、こういったものの分析を実施していく。仮に顕著なマイナ

ス影響があると考えられる場合には、規模に応じた評価を実施していくということになってい

ます。 

（スライド） 

 今まで説明したのは、ＳＢＳＴＡ20で、ある程度合意ができたもの。今回のＳＢＳＴＡ21で

議論した点というのは、ＳＢＳＴＡ20で持ち越しとなった部分についての議論ということです。
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大きなところは、この４点ぐらいかなと思います。１点目が小規模の閾値ということで、先ほ

ど申し上げた８ktの、具体的には定義の仕方です。それについて議論があった。バンドリング

の取扱い。それからホスト国への技術支援、これが一番途上国の関心事項なわけですけれども、

実際に技術とか資金的なリソースがない、そういう途上国が一番期待をしている部分がここで

す。それから、課金、これはいわゆるクレジットから何がしかを差っ引いてそれを分配すると

いうことになっておるんですが、その差っ引き方です。税金のようなものですけれども、それ

をどうやって決めるか。それから、その他ということです。 

（スライド） 

 まず、小規模の定義です。この議論は、８ktを超えないというふうな定義というのは、既に

ＣＯＰ９で決まっていたわけですれども、では、その年平均というのをどういうふうに考るか

というので、今回いろいろと議論がございます。ＣＯＰ９のときにも、アフリカ諸国などは小

規模というので、ある程度、実際には40ktとか、30ktとか、そういった程度でもいいのではな

いか、小規模といえるのじゃないかというふうな主張が、アフリカ諸国からあったわけですけ

れども、一方で中国は３ktというのを主張していたということで、実際に排出源の方は小規模

15ktという数字になっておりまして、ですから15ktでもいいんじゃないかということもありま

す。もともとアフリカは40ktとか、そういった数字を出したということもございます。他方で、

中国あたりは３kt。 

 実際に面積でいうと、この８ktというのは、例えば強度樹種ですね、大体 1,000haから、成

長の早いもので 300haとか、そういうふうな感じになるわけです。ですから、例えば８ktが

10ktとかになるともう 1,000haを超えてしまうというふうなところから、中国あたりは 

1,000haも超えるようなものを小規模と呼べるのかというふうな議論が、このＣＯＰ９で既に

あって、それをさらに、では具体的にどういうふうに決めましょうかねというふうに、今回、

議論があったわけです。 

 事務局の方からは２つの案が示されていまして、１つがそのプロジェクトの期間です。例え

ば最大60年プロジェクトの期間があるわけですから、60年で平均して８ktだったらいいじゃな

いかという１つの案。それから、もう一つは、毎年毎年８ktを超えてはだめですよと。ですか

ら、毎年、１年目、例えば10ktであれば、その２ktはだめですよというふうなこと。そういう

極端な考え方の２つがあって、双方、それぞれ特に大部分の国はプロジェクト期間を通して平

均８ktであればいいんじゃないかというふうな主張をしたんですけれども、中国とか、さっき

もちょっと名前が出たツバルとか、そういった国は強行に反対をした。議長から、その折衷案
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ということで、要はＣＯＰ９の議論をもう一回リオープンするのかというふうな話から始まっ

て、最終的には各検証期間ということで、これは５年間ですけれども、５年間の中で平均８kt

を超えないということですから、これは最終的に40ktまで認めましょう、ということになった

わけです。 

 ただ、その40ktですけれども、それを超えた場合には、クレジットの発行は認められない。

実際にこれは検証期間ですから、８kt、40ktの計画をつくって、実際には40kt超えちゃったと

いった場合には、これは認めませんよ、ということになります。これは既にＣＯＰ９で決定し

ています。 

 議長からの提案があって、この問題についても、こういうふうな決着が図られたということ

です。 

 それから、バンドリングについては、いろいろ前回のＳＢＳＴＡでも議論があったんですけ

れども、最終的にここの部分はＳＢＳＴＡ20で合意されていました。デバンドリングというの

は、小規模の簡略化されたルールを悪意に使おうとすれば、大きなプロジェクトを小分けにし

て、全部小規模だといって簡略化したルールを使おうというふうな人が出てくる可能性がある

ので、デバンドリングというものはこういうものだ、デバンドリングはだめですよという条件

をここで決めおります。 

 基準は３つでして、同一プロジェクト参加者。同じ参加者が過去２年以内の登録で、最も近

い境界の登録が１km以内。登録された境界が１km以内、この３つの条件を満たすものについて

はデバンドリングだから、これはデバンドリングでやってはだめですよという基準です。この

基準は前回のＳＢＳＴＡで決まっています。 

 あと、これは途上国の関係国がいろいろ議論をして、最終的にこういう文言になったんです

けれども、その費用、友好化とか、検証・認証とか、小さなプロジェクトがあって、それを  

一元的にやっていけるような、そういう仕組みにしていこうということで、こういう観点から

複数のプロジェクトの提出を調整することに関心があるプロジェクト参加者に対して、締約国

が調整をするということになっています。 

（スライド） 

 それから、途上国に対する支援策ということで、かなりいろいろと議論がありました。事務

局に対するこういうＷＥＶを活用した情報交換とか、それから情報へのアクセスの促進要請み

たいなものです。それから附属書Ⅰ国、先進国に対してのキャパシティビルディングに対する

支援の要請とか、それから、ここにちょっと出ていないんですけれども、事務局の案では  
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途上国からかなり要請があったんですけれども、指定運営機関、ＤＯＥの設置、ＯＥの設置を

途上国で設置するような、そういった支援を附属書Ⅰ国に対してお願いするというふうな、そ

ういう案も示されたわけですけれども、そもそも指定運営機関については、それは民間のレベ

ルの話であって、国が関与してどうこうする問題ではないというのが１つあります。それから、  

カナダあたりからは、法的にはちょっと問題があるんじゃないかというふうな指摘もあって、

最終的にはそういった支援策については、これは小規模の植林ＣＤＭだけの問題ではないので、

そういう途上国に対するＯＥに対する支援というのは、別のところで、ＣＤＭの促進というふ

うな位置づけでの中で議論されているということになっています。したがって、それは外され

たということです。 

（スライド） 

 それから、多国間機関とか、政府間機関、それからＮＧＯに対しての要請ということで、キ

ャパビルとか、いろいろな技術的な支援、こういうウェッブを活用したツールの開発とか、国

際機関同士の連携によるワークショップの開設とか、こういったものをやってほしい。途上国

からは、特にキャパビルに対する支援の要請というのが非常に議論といいますか、要請が上が

っていたような気がしました。せっかく途上国の、特にそういう貧困層、低所得者層の方が参

加できるような、そういう枠組ですし、そもそもＣＤＭ植林自体が、土地があって、適地があ

ればどこでも実施できる。エネルギーの場合なかなか難しい面もあるですけれども、今回も特

に小規模のＣＤＭ植林に関しては、そういうより貧困対策に活用できるということで、そうい

うふうな意味も含めて、地域に対するキャパシティビルディングへの支援というものに対する

要請が非常に強かったというのが印象に残っています。 

（スライド） 

 これは「課金」と書いていますけれども、プロシードというのがあって、通常規模のＣＤＭ

プロジェクトでは、発行されるクレジットの２％は途上国支援のために差し引かれるというこ

とになっています。さらに、制度運用の経費として何がしかを差し引くということになってい

ます。したがって２％プラスアルファで、全体のクレジットから２％プラスアルファが差っ引

かれて、それを分けるというふうな位置づけになっています。 

 ただ、ここに「途上国支援」とありますので、途上国支援で、今回、小規模の、特にＣＤＭ

の植林ＣＤＭですので、そこは途上国支援のための課金というのは差し引かなくてもいいんじ

ゃないかという意見が大多数を占めたということになります。 

 それから、登録費用とか、制度運営のための課金についても低目に設定をするということで
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合意をされております。 

（スライド） 

 その他のルールということで、有効性の審査とか、認証・検証は同一の指定運営機関が実施

できるということが決まりました。 

 それから、低所得者層の参加の証明はホスト国が決定する。特に低所得者層、ローインカム

コミュニティとか、インディビジュアルズの定義というのを厳密にどうするかというのを、そ

こで何か決めるというよりは、ホスト国が「そうだよ」というふうに言えば、それでいいんじ

ゃないかと。 

 それから、公的資金の活用に関してはＯＤＡの流用を招かない。これは今までも言われたこ

とを確認することになっています。 

（スライド） 

 あと、今後のＣＤＭ植林の方向ですけれども、今までルールの概要を説明したわけですけれ

ども、今、どういう状況になっているかといいますと、昨年の７月に植林ワーキンググループ

というのが設立をされています。ＣＤＭの方法論といいますか、具体的にどういう方法でプロ

ジェクトを実施していくか、という方法論の審査というのを、まずやるわけですけれども、そ

の方法論の審査などをやるところが、今まで排出が中心だったので、排出のＣＤＭプロジェク

トに関してはメソパネルという、メソドロジースパネルというのが既に設立されていまして、

そこで方法論のいろいろな議論をしていたわけですけれども、今回、ＣＯＰ９で既にルールが

決まって、植林に関する専門家が、今のメソパネルには少ないということもあって、新たに植

林関係のワーキンググループというのをつくって、これはメソパネルと同じような位置づけの

ものですけれども、そこでいろいろな方法を議論していきましょうということに、今なってい

るわけです。既に会合も数回開かれておりますし、近々また、１月中に開かれる予定ですけれ

ども、精力的にいろいろとこれからやっていくということです。正副議長はエグゼクティブボ

ードのＣＤＭ理事会のメンバーがなっている。あと、それ以外の５名の専門家によって構成さ

れるメンバーでいろいろと議論していきましょうと。既に、ベースラインとかモニタリングと

か、ＢＤＤの様式なども確定しています。ここでワーキンググループで議論して、それをＥＢ

に上げて決定していくということです。 

 これは、方法論、通常規模の植林の話ですけれども、通常規模のＣＤＭ植林に関しては、現

在、ベリーズとブラジルから既に方法論の提案がなされておりまして、次回の１月末ぐらいに

行われるワーキンググループで審査をされるということになっております。 
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 ワーキンググループのメンバーは５名ですので、今、２件ということなんであれですけれど

も、排出と同じように件数がふえてくれば、審査もかなり大変になってきます。これから、デ

スクレビューアーとか、そういったものを活用して、もし大変になってくれば、人数もふやす

というふうな話も出てくるかもしれませんけれども、今のところはないですけれども、そうい

うふうなものも活用しながら、いろいろなリソースを活用しながら審査を進めていくというこ

とになっていくと思います。 

 ここにちょっと書いていますけれども、「ＥＢのオーバーロードは変わらない」というのは、

今でも相当ハードな形で、かついろいろクローズされたところでやっているということで、非

常に批判あるわけですけれども、そういった点というのはなかなか改善は難しい。時間は少し

これからもまだかかるだろうなという感じです。現在、既に登録されているのは、まだ１件と

いうことなので、そういう意味からすれば、まだまだちょっと時間がかかるかなと。 

 小規模に関しては、ＥＢ、いわゆるＣＤＭの理事会に今回、方法論の検討を委ねているとい

う面もあって、ＥＢが忙しいと、なかなか方法論も、ことしの12月のＣＯＰ／ＭＯＰ１に上が

るかどうかというのも、非常に微妙という状況ではないかなというふうに思っております。 

（スライド） 

 これは、同じようなことを、またいっていますけれども、ワーキンググループが24から26で

す。ここで今の通常規模の植林の方法論、ベリーズとブラジルの案件が議論される。議論され

た結果を、２月23日から25日に開催されるＣＤＭ理事会で審査されるということになってくる

ということでございます。 

 今のところ、２件しか上がっておりませんけれども、これから、こういうふうなところで方

法論がいろいろ議論されますから、方法論がうまく通れば、その方法論を使ってプロジェクト

のいろいろな提案がなされるということが期待できるかな、というふうに思っております。 

 ちょっと雑駁な説明で申しわけございませんが、以上で、大体、私の説明を終わらせていた

だきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 赤木調査官、どうもありがとうございました。 

 それでは、先ほど申し上げましたが、ここで若干休憩をとらせていただきます。10分少々休

憩ということで、３時15分から、また後半の質疑応答等始めたいと思います。10分少々の休憩、

よろしくお願いいたします。 

（休 憩） 
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（再 開） 

○司会 それでは、３時15分を過ぎましたので、皆様、ご着席よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の報告会の後半部分になりますが、前半の部分で赤木調査官の方からは、や

やもすれば非常に難解なＣＤＭでございますけれども、非常に平易な優しい表現でご説明いた

だきました、このご報告、あるいはご報告以外のことも含めてでも結構かと思いますが、質疑

応答あるいは意見交換の場にしたいかと思っております。 

 ご意見あるいはご質問等ある方、挙手をお願いしたします。当方の係の者がマイクをお持ち

いたしますので、マイクが届きましたら、恐縮でございますが、できれば氏名、所属を述べて

いただいて、その後、ご意見あるいはご質問等していただければ幸いかと思います。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、赤木調査官、壇上の方へ、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ご質問、ご意見等、ご遠慮なく挙手をお願いいたします。 

○加藤 海外林業コンサルタント協会の加藤と申します。 

 きょうは非常に貴重なお話、どうもありがとうございました。 

 ４点ほど質問させてください。技術的な問題が３点ほど、まず１点目は、今回の小規模のＣ

ＤＭに関してもＰＤＤを作成することになっていくのかと思うんですが、その様式というのは、

通常規模のものと、また違うものになるのかどうか。なるのであれば、どういったような今後

の方向か教えてください。それが１点目です。 

 ２点目はアディショナリティの証明なんですけれども、ベースライン値の裏表だとは思うん

ですが、通常規模では、例えば投資のバイヤーを超えるだとか、そういった形でアディショナ

リティを証明していく形になっているんですけれども、その辺は、小規模の方はどういう形に

なっていくのかということですね。 

 ３点目は、方法論について、基本的には先ほどもお話のありましたように、理事会で、これ

からもんでいくということなんですけれども、特にベースラインの、いわゆる４つのタイプか

らの土地利用が変わる部分については、理事会で方法論を検討するということですが、それ以

外のパターンの場合、それは、やはり方法論を通常規模と同様に、承認をとるという作業が必

要になるのかどうか。 

 最後は技術的な話はないんですけれども、ＯＤＡの流用について、先ほども基本的には通常

規模と変わらないという話があったんですが、小規模の内容を見てみますと、例えば貧困層対

策だとか、いってみればＯＤＡの技術的協力プロジェクト等に非常に近いものがあって、なか
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なか民間ベースでは、その部分に手をつけがたい部分があるのではないかというふうに思うん

ですが、そこについては何か理事会等で、ＯＤＡの流用とかＯＤＡを使って小規模無償をやっ

ていくということについて、何か突っ込んだ議論等があったのかどうかをお教えいただければ

ありがたいです。 

 どうもすみません、長くなりまして。よろしくお願いします。 

○司会 ありがとうございました。 

 では、赤木調査官、よろしくお願いいたします。 

○赤木調査官 最初から非常に難しい質問ばかりですので、的確に答えられるかどうかあれな

んですが、まず１点目の小規模のＰＤＤの様式がどうなるかということでございましたが、通

常規模は既にＰＤＤの様式が固まっているわけですけれども、小規模に関しても、これから様

式というものが、簡素化されたものが何か必要になってくるというふうになことになると思い

ます。ですから、今の様式そのものを使うというよりは、むしろ別途新たな様式のようなのも

がつくられるのではないかなというふうに思っております。 

 それから、２点目のアディショナリティの証明ですけれども、ちょっとここには実際のドキ

ュメントといいますか、決定文がないんですけれども、決定文を見ていただいたら、若干、ア

ディショナリティにつていの記述というのが、アペンディクスのＢの最後に、アタッチメント

Ａ、トゥー、アペンディクスＢというふうに位置づけがあって、ここで具体的に、いわゆる排

出の方の小規模のルールを勘案しつつ、これから決めていくということになると思います。エ

グゼクティブボードに対して排出の方の今の考え方、それをもとにして、これから決めていく

ということになろうかと思います。 

 それから、もう一つは方法論ですね。理事会で４つのタイプに関する方法論が、これから開

発されるということになっておりますが、それ以外に関しても、４つの方法論以外の方法論が

認められないということではなくて、それはあくまでも別の方法論があれば、それを提案でき

るということになっております。したがって、そこは新たな方法論を通常規模と同じような形

で方法論を提案して、それを最終的にワーキンググループでもんで、理事会に上げて、理事会

で決定すれば、その方法論が認められるという形になると思います。 

 それから、ＯＤＡの流用ですけれども、ＯＤＡの流用に関しては、余り議論というのをせず

に、通常規模と同じような形で取扱うというふうな、これは、途上国、特に中国とかそういっ

たところの、かなり強い考え方というのがあると思うんですが、ただ、おっしゃられたとおり、

小規模に関しては、ＯＤＡを活用して、いろいろとキャパビルとか、そういったものが可能だ
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ろうと思いますし、可能性として流用かどうかという問題は、これはご存じのとおり、実施国

いわゆるホスト国と投資国の両者が、ＯＤＡの流用ではないということを証明すればいいわよ

すので、そこはどういう形のＯＤＡの活用というのがあるのかどうか、その辺は、これから検

討していかなければならないでしょうけれども、何かそういうキャパシティビルディングとあ

わせたような形で実施していくのは可能ではないかなというふうに思っています。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

○大山 東京電力の大山と申します。 

 プレゼンテーション、ありがとうございました。 

 ３点ほど質問させていただきたいと思います。まず１点目が、ただいまご説明のありました

ＯＤＡの流用の話なんですけれども、ＯＤＡの流用はホスト国、投資国両方が活用でないと証

明すればいいというふうなことなんですが、いつやって、何で証明できるというふうにとらえ

られていらっしゃるのか、ということについて教えていただき対いとた思います。 

 すなわち、政府承認がおりれば、それはＯＤＡの流用ではないと認めたということととらえ

てよいのかという点について教えていただきたいと思います。 

 次がレジストレーションに関してなんですけれども、プレゼンの一番最後のところで、「方

法論の審査は今後時間がかかるであろうというふうに見込まれる」とおっしゃっておられまし

た。確かに、そのとおりだと思います。排出源ＣＤＭの方では「マラケシュで2005年までにサ

ブミットして結果としてレジスターされなければ、2000年からクレジットが認められない」と

いうふうに書いてありますけれども、では、一方で吸収源の方はといいますと、ルールが２年

おくれて、ようやくミラノで大枠が決まって、去年ブエノスアイレスでスモールスケールが決

まったというふうに、整備の状況が大変おくれている状況でありまして、しかも、スモールス

ケールのベースラインは、これから理事会が決めるというようなことになっていると聞いてい

ます。 

 となりますと、ここからが質問なんですけれども、こういったおくれた整備状況でも、ＡＲ

－ＣＤＭに関しては、2005年までにサブミッションが必要だという認識でよろしいでしょうか。

あるいは、これに関する何らかの2005年以降に、サブミッションを延伸してもよいという議論

があったかどうかについて教えていただきたいという点です。 

 最後なんですけれども、もし仮に2000年から始まっているプロジェクトがあったとして、こ

とし、あと11カ月しかないんですけれども、ことしまでにサブミッションして、ノーレビュー
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リクエストよりレジスターまでいかないとすると、五、六年分のクレジットを失ってしまう。

これは何か我々、投資インベストメントの観点からすると、非常にリスインセンティブになる

部分があると思うんです。 

 それを踏まえて、今後、例えば日本政府が今後の交渉で、2005年以降に延伸をしてもらえる

ように交渉をする方向にあるのかどうかという点について教えてください。 

 以上、３点、長くなってすみません。 

○司会 よろしくお願いします。 

○赤木調査官 すべての質問に的確に必ずしも答えられるかどうか、あれなんですけれども、

流用に関して、私の理解では、基本的にプロジェクトを、それぞれ両国が承認するという形に

なりので、その時点でＯＤＡの流用ではないということであれば、そこはそういう形で証明が

できれば、それはそれで認められるということになるのではないかなと思っていますし、あと、

２番、３番に関しては、すみません、私の十分な知見がないので、宮薗さん、何かありますか。 

○宮薗補佐 確かに2000年以降のプロジェクトであっても、登録されたものであればいいとい

うことで、確かにおっしゃるとおり、エネルギー部門であったとしても第一約束期間の2008年

を考えれば、非常に期間は短い。その中でＡＲについては２年おくれている中で、この2005年

を、例えばもう少し柔軟に対応するとかいう議論があったかと言われれば、正直言って、そこ

までの議論はありませんでした。これについては、今までどおり、2000年以降であっても、

2005年末までに登録すればいいというふうな理解は変わりませんし、恐らく今後のＣＯＰ、Ｓ

ＢＳＴＡ等の議論の中で、それを議論していく時間、あるいは余地等はなかなかないのではな

いのかというふうに考えています。当然、日本政府としてそこを強くやるについては、おくれ

た分を何らかの形でカバーすべきではないかということを提案していくべきだと言われれば、

確かにそのとおりなんですが、ＡＲ全体のルールづくりの中で、ひとつＡＲに対しての各国の

考え方、ＡＲに懐疑的なところもありますし、積極的なところもある中で、我々もぎりぎりの

ところで、なるたけ有利なルールという部分で交渉はしてきたつもりですけれども、なかなか

全部が思うようにはいきませんので、おっしゃったとおり非常に厳しいご指摘ではあるんです

けれども、今の段階で我々として、そこの部分を積極的にフレキシビリティを確保していく方

向を出せるかと言われれば、ちょっと難しいというのが現実でございます。申しわけありませ

ん。 

○大山 ありがとうございました。 

○司会 どうもありがとうございました。 
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 ほかにご質問、ご意見……。 

○増井 日本森林技術協会の増井と申します。いつもお世話になってありがとうございます。 

 ３つ質問させていただきますけれど、まず、小規模ＣＤＭのねらいなんですが、通常のと同

じように民間の事業者の参加をねらったものか、あるいは個人でも参加できるのか、どうでし

ょうか。 

 それから、大きさとして 300haといっても非常に大きな面積で、例えば通常の普通のアジア

だとかアフリカのような国ですと、小規模分散して空いている土地が多いと思うんです。その

ような場合、バンドリングやって、例えば１km離れていなければ、幾つかくくってプロジェク

トとちして出していいのか。 

 それから、３番目として、そういったところで小さい所有者がたくさんいるようなところで、

低所得者層が参加としては、どんな形、あるいは造林作業に参加するのか、ほかの賃金として

雇ってやるのか、どんな形が考えられるか、お願いします。 

○赤木調査官 まず、参加の仕方ですね。いろいろな参加の仕方があると思うんです。事業者

ということで参加するということ、それから個人の参加ということも考えられますが、今のと

ころは事業者、要するに、個人ということではなくて、あくまでも事業者という形になろうか

なと思っています。 

 それから、小規模の分散しているプロジェクトに関しては、先ほど説明でも申し上げたとお

り、デバンドリングのルールというのが一応固まっていますので、デバンドリング以外のもの

であれば、バンドリングできる。ただし、全体の数量が８ktを超えないというルールになって

いますので、したがって、小規模なものを幾つかあわせて、バンドリングして、８ktを超えな

いものであれば、小規模のルールが適用できるということになろうかと思います。 

 したがって、最短距離で１kmよりも近くないとか、あるいは２年間の期間があるかどうかと

か、同一事業者であるかどうか、そういったデバンドリングの判断によって、それに該当しな

ければバンドリングが可能であるというふうに思っています。 

 それから、低所得者層の参加ですけれども、いろいろな形があると思います。いわゆる開発

され、実行されるというふうな言い方ですので、具体的に開発にどのように参加するか、あと、

実行に具体的にどういうふうに参加するか、というふうなところがかかってくると思うんです

けれども、先ほどおっしゃったように、実際に木を植える行為に参画する、これは実行の方だ

と思うし、プロジェクトの形成に係わってくるということであれば、それは開発の方に入るか

なと。かかわり方というのはさまざまな係わり方があります。それから、当然自発的に生まれ
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てくるものもあれば、ある程度、投資国側が積極的に働きかけるという面も出てくるのかなと。

働きかけた結果、開発にも参加させ、実施にも参加させるというやり方があるのではないかな

ということです。 

○司会 どうもありがとうございました。 

○堀 国際協力機構の地球環境の堀と申します。 

 実は、昔、私も直接交渉に携わっていたんですけれども、ちょっと離れていまして、もしか

すると、もう自明のことを聞くかもしれませんけれども、その辺はご容赦願いたいと思います。 

 今、国際協力機構としてＣＤＭに興味があるのは、途上国側からして、いかに、どのような

ことをすれば途上国への投資がふえるかという観点で、ＪＩＣＡがＣＤＭに関連してどんなこ

とができるかというのを、今、一生懸命考えている、そういう興味の中から質問するというこ

とをご理解いただきます。 

 １つは、小規模の条件のところ、これも前のＳＢＳＴＡで決まっていたというのを、私、気

がつかなかったんですけれども、先ほど、増井さんのご質問にもあった低所得者層の、今、見

せていただいた資料には「参加」ではなく「開発または実施」と書いてあったですね。という

部分なんですが、当然のことながら途上国の小規模の所有者自身が理事会にかけられるような

文章を、とてもつくれるとは思えないので、だれかがサポートし、つくって、それを彼らに見

せて合意をして、ということになると思うんですけれども、その辺の、わざわざ「開発または

実施」というふうに書いてあったということを、もう少し詳しい内容として、どのくらいのも

のを要求されているのか、そこをもしわかれば教えてください。 

 もう一つ、余りあとの２つは、今回のＳＢＳＴＡ、ＣＯＰでは議論にならなかったような気

がするんですが、１つは追加性のことです。追加性のことについては、１つの理論としては、

経済的な追加性、すなわちＣＤＭをやることによって、ＣＲを獲得し、それで収入がふえるか

ら、今までの経済的なボーダーを超えるのだという、モデルとしては考えられるんですが、当

然、吸収源の将来の成長予測とか、ＣＯ２の実際の固定量、それから価格が余りよくわからな

いという状況からして、そりを数字の上でみんなが納得できるように示すというのは、非常に

難しいと思うので、そういうやり方は結構困難なのかなという気がしています。 

 それに関して、実際に会議の中での正式な議論はないとしても、例えば実際に参加者とお話

をされている中で、その辺の追加性の、特に経済面、それだけではない面もあるんですけれど

も、追加性の相場観のようなものが少しでも出てきているのかどうか、もしあるのであれば教

えていただきたいと思います。 
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 とりあえず、その２つ、お願いします。 

○赤木調査官 小規模の条件ということで、そういう低所得者層、コミュニティとか個人の開

発、それから実施という、そういう書き振りになっているわけですけれども、この定義自体は、

既にＣＯＰ９で決められたということなんですけれども、ちょっと開発実施の意味についての

経緯というのは、例えば今のところ、私が把握している経緯というのは、私も十分知らない部

分があるんですけれども、先ほども言ったように、ディベロップですから、少なくともプロジ

ェクトの形成する中に、ある程度関与する、そういうことが必要でしょうし、実施に関しては、

当然、植林ですから植林の行為自体に参画するというようなことでしょう。多分、そういうロ

ーインカムコミュニティが直接文章なんかをつくって、というふうなことを期待しているので

はなくて、まさに実施の部分で、そういう方々が入って何らかの関与をすることによって、あ

る程度、収入もそこで得られる機会があると思いますし、そういう関与の仕方ではないのかな

というふうに思っています。 

 ですから、そこは今後、具体的にプロジェクトが出てきた段階で、どういう関与があるのか

なというのは、これから示されてくるのかなというふうに思っています。 

 ちょっと詳しい議論があったのかもしれません。そこは、だれがご存じであれば教えていた

だきたいなと思います。 

 それから、追加性に関しても、特に小規模に関して追加性で議論をしたということは、特に

ありません。通常、追加性の議論というのは、ＣＤＭに関しては、すべてある意味で必要な議

論ですので、具体的にどういう形で追加性を証明するかということに対して細かい議論という

のは余りそこで、小規模の場で議論というのはなかったかと思いますが、何か、ありましたら、

宮薗さん……。 

○宮薗補佐 若干補足させていただきますけれども、まず一番目の低所得者層についてからな

んですけれども、これはちょっと相前後しますけれども、低所得者層の、いわゆる開発参加と

いう言い方をされていまして、実は議論の中で、正式な議論ではないんですが、例えば参加の

定義は何か、開発の定義は何かという、これは全く明確なものはございません。 

 というのは、そもそも低所得者層の定義そのものすら明確になっていないわけなんです。こ

れは各交渉担当者間の中で、いろいろ意見交換とかしたんですけれども、例えば中国、非附属

書Ⅰ国であるインドネシアでもどこでもいいんですけれども、年間所得が 100ドルある人とい

ったら、中国の本当の奥地であれば、結構いい暮らしができる。インドネシアのそこそこのと

ころであればできないとか、それも一律に線は引けないだろうということがございます。だか
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ら、それはあくまでホスト国が判断すべき話であって、その意味で言えば、私自身も開発だと

か参加だとかいうものも、技術的な面から見て、例えば地域の住民の方々、農民の方々が定期

的にモニタリングをやったりとか、そういったものはやれる場合だってあるだろうし、やれな

い場合だってあると思います。だから、そこの部分は、何らかの形で関与させる必要があるん

だと。要するに、彼らはネグリジブな形でプロジェクトを無視したり、排除しないような形で、

それを担保するための規定なんですね。 

 だから、何をもって開発とか、何をもって参加という明確なものはないんですが、要するに、

その精神にあるものを理解しながら、そこはホスト国が、少なくとも小規模をやることによっ

て、低所得者に何らかの便益を与えて、彼らを排除するとか、そういったようなことは起こら

ないというふうな形のプロジェクト、それをホスト国がそういった形でやられているというふ

うに見れば、私はそれで恐らく問題はないんじゃないだろうかと。これはあくまで何人かの交

渉の担当者、あるいは途上国の人と話した形での感触なんですけれども、そういった形でしか

今のところはお答えできません。 

 もう一つが、追加性に関するバリア、経済的なものを、今、堀さんの方からなさったんです

が、これは一番最初のジョフカの加藤さんのお話にも、若干関連するんですけれども、例えば、

ＰＤＤはどうするかとか、追加性の証明方法とか、明確には書いてないんですが、この小規模

ＡＲ－ＣＤＭの議論のベースにあるもの、あるいは交渉担当者が、ある程度念頭にあるものが、

小規模エネルギーＣＤＭの手続が、ある程度、皆さん、頭の中にあるんですね。だから、例え

ばＰＤＤについても、これは、簡素化されたＰＤＤの様式は理事会の方で、あるいはメソパネ

ルでエネルギー部門は開発されましたけれども、これも当然、植林のワーキンググループが開

発するだろうという暗黙の了解で、そういったようなイメージがあるというふうに私は理解し

ています。 

 あと、例えば追加性の証明方法もそうなんですけれども、エネルギー部門では４つのバリア、

経済的なバリア、技術的なバリアその他、４つの中で、最低１つでも使って証明すればいいと

いうふうな形になっていますけれども、今回の小規模ＡＲの中でも、それを参考に開発しなさ

いよ、という形になっていますので、恐らくバリアの幾つかのうちの１つ以上が使いなさいよ、

ということになるだろうと、そういう１つの、全く、そこは経済、エネルギー部門を、まず参

考にやっていくというふうな、ある程度共通の土台の認識があったというふうに、私ども考え

ておりますし、そのような形で進んでいくというふうに考えております。 

 以上です。 
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○司会 補足説明、どうもありがとうございました。 

 先ほど、挙手されました方、お待たせして恐縮でございました。 

○日比 コンサベーション・インターナショナルの日比と申します。 

 大変興味深いご報告ありがとうございました。１つだけ、いわゆるジェネラルな質問になる

んですけれども、教えていただければと思います。 

 各国、契約国、いろいろな小規模あるいはＡＲ－ＣＤＭに関して立場があると思うんですけ

れども、中国についてお伺いできればと思います。本日のご報告の中で、かなり厳しい見方を

これまでも出してきたというようなお話があったと思いますし、そもそもＡＲ－ＣＤＭに関し

て、積極的でない、あるいは、むしろ反対の立場なのかなというイメージがあったんですけれ

ども、現時点で、もしおわかりになれば、その辺、中国がホスト国としてＡＲ－ＣＤＭを推進

していこうという考えを持っているのかどうか、というところを教えていただきたいと思いま

す。 

○赤木調査官 中国に関しては、ＣＯＰ９、今回のＣＯＰ10も含めて、ずうっと我々も中国は

どちらかというと、こういったＣＤＭ植林の枠組みをできるだけ使わない、使わせないような

形で厳しい対応をしているのかなと。それはいろいろな理由があると思うんですけれども、中

国自体は、ご案内のとおり、今、植林を非常に推進している国の１つなんですけれども、ただ、

他方で、植林以外の排出のＣＤＭに関しては、特に技術を導入したいという意向が非常に強い

ので、植林技術というのは、むしろ、彼らは既に持っているわけですから、そういう意味では、

吸収よりは排出のＣＤＭを推進していきたいというような気持ちが、非常に強いのかなという

のが１つございます。 

 それともう一つ、よく言われているのは、土地利用に関して、ＡＲ－ＣＤＭの場合は、長期

間、土地利用が制約されるというふうなことで、中国としてはそういった土地利用の制約とい

うのに非常に懸念を持っているというふうなことも、理由の１つとして言われているわけです。 

 ただ、今回、中国の代表の方ともいろいろ話をしたんですけれども、中国自体が本当にＡＲ

－ＣＤＭに対して後ろ向で、絶対こういうことをやるつもりはないというふうな考え方である

かという、必ずしもそうではないということのようなんです。中国の中でも、全体の議論の中

心になって動いている人は、科学技術省のようなところから来ている人なんですけれども、そ

の形と、林業サイドの方々の意見が少し違う面があって、林業サイドの方なんかは、かなり、

いわゆる排出と吸収のＣＤＭ、両方推進していきたいんだと。ある程度、彼らも、みずからワ

ークショップを開いたりとかいうふうな計画もあるみたいですし、そういう意気込みというの
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は全くないわけではなくて、むしろやっていきたいというふうな感じを、議論の中で感じたん

ですけれども、そういう意味からすれば、彼らが言っていたのは、いわゆるルールメーキング

と、実際の実施は違うんだと。ルールメーキングは確かにそういうふうなやり方をしていたん

だけれども、実行面では、むしろいろいろな機会をとらまえて、我々もやっていきたいとう意

向は持っているという言い方でございました。 

 ですから、必ずしも後ろ向き……、ちょっと今回、中国に対する見方が少し変わったんです

けれども、必ずしも後ろ向きではないんじゃないかなと。後ろ向きというふうに言えないんじ

ゃないかなというふうな印象を、今回持ちました。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 ほかにご質問、ご意見等ございますか。 

○古屋 イー・アンド・イーソリューションズの古屋と申します。 

 ハーベスティッド・ウッドプロダクツのことでお聞きしたいんですが、これを計上するとい

うのは、ナショナルインベントリー中で計上するということなのか、あるいはＣＤＭプロジェ

クトで植林と木材利用の形でやった場合に、それが固定された分、クレジットのライフが延長

するとか、そういうお話なるのかという点をお聞きしたいのと、あと、何度もさっきから出て

いる低所得者層の開発実施に関してなんですが、基本的には途上国の判断であるということな

んですが、例えば明らかクライテリアを明示しているような国があるのかどうか、というのを

お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○赤木調査官 ＨＷＰなんですけれども、ＨＷＰの議論というのは、ＣＤＭとは全く別のとこ

ろで議論されておりまして、ですから、基本的には、今の枠組みの中では、伐採して、すぐに

これは排出になるという、こういうデフォルトのファクターといいますか方式を使っているん

ですけれども、これを次期の約束期間に向けて、具体的にどういうふうに取扱っていくかとい

うところを、今、議論をし始めている。昨年の８月にノルウェーでワークショップなんかを開

いて、まさに専門家の意見を聞きながら、全体の考え方を整理しているというふうな、そうい

う段階です。 

 ＩＰＣＣの方が具体的にガイドラインを、今つくりつつありまして、そのガイドラインの作

成をしているわけですけれども、どういうデータが必要なのかというところを整理している。

それとともに、各国がいろいろな、先ほど申しましたように、例えばプロダクション方式であ

るとか、ストックとか、フロー方式とか、いろいろなやり方があって、どの時点で排出とみな

すかとか、今は伐採したら即排出というふうな位置づけになっていますけれども、それを、例
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えば輸入木材はどう扱うのかというふうに議論が、今なされているわけです。したがって、こ

れはまさに最終的にはインベントリーの話になってくるというふうに考えています。ですから、

これは今の約束期間ではなくて、次のということですけれども。 

 それから、低所得者層の話は、先ほども何度も話が出ましたけれども、具体的に平均のＧＤ

Ｐが幾らとか、そういった議論というのは、全くこの場面ではなくて、まさに途上国が判断し

て、低所得者層であるというふうな判断がされれば、その判断に任せましょうというふうな議

論で、具体的に我が国はこれだ、というふうな提案をする国は、特になかったということです。 

○司会 ありがとうございました。 

 ほかにご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

○増井 さっき中国のＡＲ－ＣＤＭの立場ということだったんですが、アメリカについては、

今後どうでしょうか。 100名以上参加していたということなんですが、将来の方向みたいもの

は、どうお感じになりましたでしょうか。 

○赤木調査官 アメリカは、ご存じのとおり京都議定書に外れていますので、したがって、Ｃ

ＤＭの議論とかに積極的に参加するということではないわけでして、ですから、全体を通じて

の一般的な話として、アメリカ自体は、今の途上国が入っていないというか、途上国に対する

義務がないし、今の枠組み、いわゆる削減約束を設けるような京都議定書の枠組みというのを

全面的に否定しているというふうな状況は変わりない。ある意味で、多少、実際に議定書が発

効するというふうなことになったので、そこはもう少し柔軟な考え方が出てくるのかなという

期待感はないわけではないんですけれども、ただ、それは非常に甘かったということです。非

常に全体を通じて、今の枠組みに対してはネガティブな反応しかなかったと言わざるを得ない。

これは吸収の話だけではなくて、全体を通じてということだと思います。 

 吸収源に関しては、そこは条約締約国ということもあって、それはいろいろな場面で、いろ

いろな発言をされているわけですけれども、今回、吸収源に関しての、特にＣＤＭに関しては、

アメリカは特にというか、全く会議にも出てこないですから、そこはＣＤＭに関しては全く関

心がないというふうな感じだと思います。みずから何かやるというふうなことではないです。 

○司会 ありがとうございました。 

 どうぞ、よろしくお願いします。 

○宮部 日本森林技術協会の宮部といいます。どうもお疲れさまです。１点だけお願いします。 

 簡素化される手法とか、ガイドラインとか、複数の項目にわたり、これから作業されると思

うんですけれども、どの項目から先に手をつけるとか、いつまでにとか、予定等あれば、ある
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いは見込みでも結構なんですが、教えていただけないでしょうか。 

○赤木調査官 今のガイドラインといいますか、いろいろな開発の方法論に関しては、一応、

目安として12月のＣＯＰ／ＭＯＰまでに、というふうなことになっております。そのために、

今後作業を進めていくということになっているわけです。実際の作業自体は、森林ワーキング

グループというのができておりますので、そこである程度議論をした上で、それをエグゼクテ

ィブボードにかけるというふうな、そういう作業になってくるわけですけれども、実際にワー

キンググループ自体の能力については、必ずしも、人もたくさんいるわけではないですし、そ

れから、頻繁にその会議をやっているというわけでもない。２カ月とか３カ月に１回ずつぐら

いしか会合はないですから、そういう意味においては、どれほど進展があるかというと、ワー

キンググループ自体は多少、進展はあるかもしれないですけれども、その先のＥＢが、また非

常に詰まったような状態になっているので、そこで具体的に、我々としてはそういうプログレ

スを期待したいですけれども、非常にオーバーロードの状態なので、そこは一応の目安として

は、12月ぐらいまでにある程度方向を出すといことですけれども、そこはなかなか難しい面も

あるのかなというふうな感じを、今持っているのが正直なところです。 

○司会 ありがとうございました。 

 ほかにご質問、ご意見等ございませんでしょうか。どうぞ。 

○清野 森林総研の清野です。お世話になっております。 

 ２点、お尋ねしたいんですが、１つは、ＣＤＭのクレジットが生じたときに、その利益を利

害関係者の中で分け合うというようなことが出てくると思うんですけれども、どういうふうに

分け合うかというのは、ＰＤＤ上は出てこないように思うんですが、そのことについて何かや

りとりがあるのかということが１つと、もう一つは、環境と社会経済影響に関して「規模に応

じて」という言葉が残りました。これは、どういうふうな懸念から、その言葉が最終的に残っ

たのか、そのやりとりのあたりを教えてください。 

○赤木調査官 まず１点目のクレジットの配分の問題なんですけれども、ＰＤＤ上は当然出て

こないと思うんです。これ自体はプロジェクトの参加者同士で決める話だと思うんです。です

から、プロジェクトを実施する前に、それぞれの当事者間でどういう分け方をするかというこ

とを決めることになると思います。それは、クレジット自体を本当に必要とするのか、あるい

は林産物として上がってくるものを受け取って、クレジットは放棄しますよとか、クレジット

の部分については、何がしかの金銭的な代償措置で補いますよとか、いろいろな形があると思

うんです。ですから、そこは当事者間での契約というか、それに基づいて配分されるというよ
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うな理解をしています。 

 それから、環境影響評価のアーディクウェットデスケールという言葉になっているんですね。

これは、６月のＳＢＳＴＡ20ではブラケットに入っていたんですけれども、これは、いわゆる

すべてにわたって簡素化というのを常に念頭に置いて、ルール上も厳しくしないような形でし

ていこうというふうな発言が、いろいろ各国から出ていたわけです。その中でアーディクウェ

ットデスケールというのも、一応規模に応じてといてことを入れてペンディングという形にな

っているわけですけれども、全体の流れとしては簡素化ということで、スケールに応じて多少

配慮しましょうというふうな文言が入ったということです。ですから、そこは全体の流れの中

で位置づけとしては、簡素化するという流れの中で入ったということです。 

○清野 簡素化になったということですか。 

○宮薗補佐 そうです。そっちの方向でこの文言が入ったということです。やみくもに、社会

経済と環境分析をやって、もしネガティブにやった場合、アセスメントしなさいといったとき

に、要するにフルでアセスメントする、我々、できれば、ここの部分についてはアセスメント

を必ずやらなくても、もちろんいいし、なるたけ簡素化しようという意味で、その中でアーデ

ィクテッドスケールというのは、スモールスケールなんだから、そんなに大がかりなことをや

らなくても、例えば先ほど試算で、あるいは土地条件、あるいは樹種等によって 300とか 1,00

0とか、あるいは 1,500とかあり得るでしょうから、全く同じように、例えば 300のやつであっ

ても 1,000haと同じように、いろいろなサンプリングをやって、たくさんやらなければいけな

いということによって、規模が小さかったら、それなりのやり方でいいんじゃないかという、

いい意味での簡素化の方向の形で入ったというふうに理解しています。 

○司会 そろそろ時間ですので、最後のご質問ということで恐縮でございます。 

○小川 ジャパンネットワークの小川と申します。 

 ４ページの、先ほどの何回も話題に出ていましたホスト国の規定する低所得者層、そこにち

ょっとこだわってしまうんですけれども、なぜなら、ＣＤＭ事業にどういうふうに参加するか

という皆様の思いとか、そういうのが、そういうときにホスト国側で、その体制、ブラジルの

方ですと、既に非常に具体的に、どこの省庁が最終的な承認を得る、そのためのコンプロバン

チといいましても、ある省庁の外郭団体が既に衛星写真から測定をするというようなことを、

ブラジル国内では発表されているというのを聞いています。 

 そういう中で、ここでご質問させていただきたいのは、今回のＣＯＰ10で皆さんの出席され

ましたこの会議の中では、そういう各国ごとの個別な担当省庁とか、担当機関ということまで、
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具体的に情報を共有されているのか、それともそのレベルは各事業をしようとする者が個別に

対応していかなければいけないのか、その辺のところだけ、お聞かせいただければと思います。 

○赤木調査官 会議自体は、さまざまなところが出席しているんですけれども、ただ、植林と

いうことで、日本は、我々林野庁の方でＣＤＭ植林に関しては対応しているということです。

ただ、決まったところというのは、すべてオープンにして報告会を開いてやっているわけです

けれども、ただ、各国はそれぞれ担当の省庁が違いますし、大部分は林業関係というよりは、

環境部局の人とか、当然外務省みたいな人もいますし、いろいろなところから出てきているわ

けです。ですから、そこはそれぞれ対応されているところも違うのかなというふうに思うわけ

ですけれども、ただ、ちょっとご質問の趣旨があれなんですけれども、個別の何というんです

かね…… 

○小川 今、私が聞きましたのでは、具体的にブラジルの場合でしたらミニステディオシエン

シャテクノロジアという科学技術省の方が認証をすると聞いているんですけれども、それはど

ういうふうになっていますか。その下でインパという、インターナショナルパシアという航空

省の方が実際の技術の部分、小規模の農業者の方では、そういうベースラインの設定とかそう

いうのが仕切れない、そういうのは十分ブラジル側ではわかっていることなんですね。だから

こそ、中央政府がそういうフォローをしようという体制であるというのを聞いていますし、そ

ういうレベルまで、日本側では既に情報が共有されているのかなと思いまして、それでお聞き

しました。 

○赤木調査官 ちょっと私の方は、余りそこまでの情報は持っていないものですから、すみま

せん。 

○宮薗補佐 おっしゃるご質問の背景が、要するに事業を実際やるとき、それをそれぞれの国

の状況を、プロジェクトをやる業者自身がやらなければいけないことを行政でどこまでやって

くれるのか、素直に言えばそういうことだろうというふうに思っております。確かにブラジル

のＣＤＭのいろいろなスキムについて、あるいは国の体制について、私自身が向こうの担当者

と細かいところまで、私どもが確認する時間がなかったのは事実でございます。 

 ただし、ブラジルだけではなくて、いろいろな中南米、あるいはアフリカもそうなんですけ

れども、実際はＣＤＭに対してはラテンアメリカが物すごく進んでいるというのは事実なんで

すけれども、その中で、我々自身で情報収集できる場合と、あと、我々の今回の企画もそうな

んですけれども、各種の補助事業を使ってミッション等を送って、向こうの森林担当部局とコ

ンタクトをとって、向こうの体制の整備状況等を確認する作業等は進めておりますので、全く
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情報を持っていないわけではございませんし、可能な限り、我々が得た情報は、これからまさ

しく事業をやっていこうという方々が、それぞれの国においてどういうふうな状況になってい

るのかというのをお知りになりたいときは、そちらの方がより多く情報を持っている場合もあ

るでしょうけれども、我々自身も機会をとらえてやっておりますので、そこら辺についてはご

質問、あるいは問い合わせいただくなりしていただければ、できる分についてはお答えしてい

くというふうなことでございます。 

 よろしいでしょうか。 

○小川 はい。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、予定しておりました４時を若干過ぎたところでございます。 

 ＣＤＭ、本当に複雑な要素がかなり多数あるということで、議論がなかなか幅広いところで、

調査官並びに宮薗補佐に懇切丁寧にご説明いただきまして、本当にありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、ＣＯＰ10の報告会を終了いたしますが、赤木調査官、宮薗補

佐に盛大な拍手を最後によろしくお願いいたします。（拍手） 

 どうもありがとうございました。 
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気候変動枠組条約第10回締約国会議
（ＣＯＰ10）の結果報告

－小規模ＣＤＭ植林のルールの簡素化等－

林野庁海外林業協力室

赤木 利行
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会議の概要

• 12月６日から17日までブエノス・アイレスで開催（
実際は18日まで期間延長）

• 条約締約国167カ国、国際機関、ＮＧＯ等のｵﾌﾞｻﾞ
ｰﾊﾞーも含め約6,200名が参加

• 我が国からは、小池環境大臣ほか約８０名の関
係者が出席

• 次回COP11は、京都議定書第１回締約国会合（
ＭＯＰ１）と併せて開催（開催国は未定）

会議の主な成果

• 各締約国は来年２月の京都議定書の発効を歓
迎し、排出削減約束に向けて取組を加速化させ
ることを確認

• ポスト京都議定書を視野に、５月に「政府専門家
セミナー」を開催し、情報交換を実施（締約国間
での意見の相違が表面化）

• 途上国の関心が高い「適応」策に関し、資金・人
材育成支援に加え「５カ年行動計画」の策定につ
き決議
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吸収源分野の論点

• 森林等による吸収量の推計方法等に関す
る指針（ＧＰＧ）の京都議定書への適用ほ
か

• 伐採木材製品(ＨＷＰ：Harvested Wood 
Products)の計上方法

• 小規模ＣＤＭ植林のルール等

ＧＰＧの京都議定書への適用

• 京都議定書に基づく附属書Ⅰ国の吸収源
目録の算定・報告の手法に関して、吸収源
の良好手法指針（LULUCF-GPG:2003年
IPPC採択)を採用することが合意

• 第一約束期間後に向けた森林吸収源の取
扱に関する「対話」プロセスの開始につい
ては、途上国の反対により、検討を継続
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ＨＷＰの計上方法

• 本年８月にノルウェーで開催されたワーク
ショップの結果を踏まえ、IPCCからいずれ
のアプローチにも適用可能なデータの推
計方法の開発を進めていることが報告・了
承

• ＨＷＰ関連データの未提出国は８月までに
データの提出を招請

• １１月のSBSTA２３で検討を継続

小規模ＣＤＭ植林のﾙｰﾙ

• コンタクトグループ及び少人数の非公式協議で
議論
－共同議長はＭｓ Krug（伯)、Ｍｒ Penman(英) 
－非公式協議：日、EU、カナダ、スイス、ノルウェイ、伯、中、チリ、
ペルー、コロンビア、ウルグアイ、セネガル他

• ６月のSBSTA２０から持ち越しとなっていたバン
ドリング（CDMの一括申請）、小規模の閾値（年
平均８ｋｔCO2）の定義、途上国に対する支援策
等につき議論

• 最終的に決定案をＣＯＰ10で採択
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Annex I country project participantsAnnex I country project participants

Annex I countryAnnex I country’’s s 
replacement account replacement account 

for meeting its for meeting its 
commitmentcommitment

NonNon--annex I country project participantsannex I country project participants

Issuance of tCER or
lCER with division 
among participants

Validation and registration

Mechanism of sink CDMMechanism of sink CDM

Area not contain forest since end of Area not contain forest since end of ’’8989

Monitoring, 
verification and 

certification

Fund and technologyFund and technology

小規模ＣＤＭ植林の定義

• 年間８kt-CO2以下の吸収源による温室効果ガ
スの純人為的吸収量になると予想され、

• ホスト国の規定する低所得共同体及び個人に
より開発されるか、又は実施されるもの

• 年間８ｋｔ-CO2超える吸収量となる場合、超
える分はtCERs又はlCERsの発行を受けること
が出来ない
（１９／ＣＰ．９）



6

前回ＳＢＳＴＡ20での主要な決定事項

• 小規模ＣＤＭ植林の簡素化された方法論に関し
、以下の点で合意
－ベースライン（CDM事業がなかったと仮定し
た場合のＣＯ２の吸収量）
－モニタリング

－リーケージ（ＣＤＭ事業を実施することにより生
じるプロジェクト境界外での排出量）
－環境・社会・経済影響分析
－バンドリング（手続き簡素化のため細規模なＣ
ＤＭ事業をまとめて１つの事業とすること）

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ （１）

• 顕著な変化が起こらないことを示せる場合
→プロジェクト開始前に測定した現存する炭素蓄
積をクレジット期間中一定とみなすことが可能

• 顕著な変化が想定される場合
→理事会により開発される簡素化されたベース
ライン方法を活用することが必要
※プロジェクト参加者は、理事会で開発した簡素
法か自ら開発した方法のどちらでも選択可
※Para 2.-3. Appendix B, Page14
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ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ （２）

• 理事会へのガイダンス
→理事会は、①草地、②農地、③湿地、④
居住地の４タイプから森林に転換され
る活動の簡素化されたベースライン方
法を開発 →
上記４タイプにつきCOP/MOP1での検討
のため、土壌、プロジェクト期間、気候
条件を考慮した簡易手法を開発
※Para 4.-5. Appendix, B Page14

クレジットの考え方

新規植林・再植林プロジェクト
がない場合

年

CO2t/ha ク
レ
ジ
ッ
ト

プロジェクトに起因する
吸収増大量

ベースライン

モニタリング
実施時期

CDM植林から発生するクレ
ジット量の計算方法

クレジット量（CO2ﾄﾝ）

＝植林による吸収量等

－ベースライン吸収量

－リーケージ
リーケージとは、プロジェクトに起因したプロジェクト
外でのCO2等排出の増加

例えば、プロジェクト実施により、これまでプロジェ
クトサイトの中で農業を行っていた人々が、プロジ
ェクトの外で焼畑式農業を実施するようになった場
合、そこで排出されるCO2はリーケージとなる。
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ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

• ベースラインのモニタリングは必要ない
• 理事会はCOP/MOP 1での検討のため、適切な
統計手法に基づく現実純吸収量計測のための
簡素化されたモニタリング方法を開発

• 理事会はベースライン吸収量及び純吸収量の測
定において、一つ以上の炭素プールを除外可能
とするための簡素法を検討

• 理事会は適切な場合にはプロジェクトタイプ毎に
方法を提示
※Para 6.-8. Appendix, B Page14-15

リーケージ

• プロジェクト実施により各種活動や人の排
除がプロジェクト境界外で起こらないことを
証明できる場合等は、排出が増加するとし
ても、計測は不要

• それ以外は計測が必要で、理事会は計測
のためのガイドラインを開発
※Para 9. Appendix, B Page15
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環境・社会経済影響分析

• 環境・社会経済影響の分析を実施し、仮に
顕著なマイナス影響があると考えられる場
合には、規模に応じた評価を実施
「規模に応じた」がペンディングとなっていたがSBSTA21 
で合意
※Para 1.(k),(l) Appendix A,  Page13

SBSTA21における主要論点

• ６月のSBSTA20で持ち越しとなっていた
－小規模の閾値(8kt-CO2）の定義
－バンドリング（CDM事業の一括申請）の
取扱 －
ホスト国（途上国）への技術支援 －
課金(Share of Proceeds)の取扱 －

その他の点
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小規模植林の定義

• 各検証期間において、予想される純人為的吸収
量の年平均値が８kt-CO2を超えないこと

• 平均で年間８kt-CO2を超える吸収量があった場
合、超える部分はクレジットの発行は認められな
い（既にＣＯＰ９で決定）
－ＣＯＰ９の経緯から議長の案として提示
※Para 1 (b), (c) Decision -/CP10

バンドリング

• デバンドリングの判断は３基準（同一プロ
ジェクト参加者、過去２年以内の登録、最
も近い境界の登録が１km以内）(SBSTA20で合意）

• 有効化、検証・認証に係る費用を削減する
観点から、複数のプロジェクトの提出を調
整することに関心があるプロジェクト参加
者に対して締約国が支援
※Para 4 Decision -/CP10, Appendix C
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ホスト国（途上国）への支援 (1)

• 事務局に対して、追加的な資金を前提に、
WEBを活用した小規模AR-CDMに関する
情報交換、情報へのアクセスの促進要請

• 附属書Ⅰ国に対して、ホスト国の簡素化さ
れた方法及び手続きの適用及び実施のた
めのキャパシティービルディングに対して
支援を要請
※Para 3, 5 Decision -/CP10

ホスト国（途上国）への支援 (2)

• 関連する多国間機関、政府間機関及びNGOに
対して以下を要請
(a) 低所得者層の参加を支援するキャパシティビ
ルディングに対して支援を要請 (b) 
小規模な林業活動の選択肢及びその炭素隔
離量、衛星・航空画像、炭素評価モデル、マ
ーケット情報を含むプロジェクト開発を支援す
るためのウエッブを活用したツールの開発 （ｃ
）関連する国際機関との連携によるワークショ
ップの開催 ※Para 6 
Decision -/CP10
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課金等の扱い

• 途上国支援のための課金は差し引かない
• CDM制度運営のための課金及び登録費
用は低めに設定
通常規模のCDMプロジェクトでは、発行されるクレジット
の２％は途上国支援のために差し引かれ、さらに、CDM
制度運用の経費として幾分か(まだ決定していない）差し
引かれることとなっている
※Para 1 (d),(e) Decision -/CP10

その他のルール

• 有効性審査、認証・検証は同一の指定運
営機関が実施することが可能 Para.12, Annex  

• 低所得者層の参加の証明はホスト国が決
定Para.1５（ｂ）, Annex  

• 公的資金の活用に関しては、ＯＤＡの流用
を招かないこととのマラケシュ合意の内容
を再確認 Preamble
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今後のＣＤＭ植林の方向

• 植林ワーキンググループ（WG)が昨年の７月に
設立され、現在、正副議長（EBメンバー）及び５
名の委員で精力的に活動

• 既にベースライン、モニタリング、PDD等の様式
の確定等を実施

• すでに、方法論審査にベリーズ、ブラジルの2案
件が上がっており、次回のWGで審査予定（今後
デスクレビューアーも活用）

• しかし、EBのオーバーロードは変わらず、今後と
も方法論の審査等に時間を要することは必至

方法論の審査

• １月２４日～２６日に開催される植林ＷＧで
現在提出されているベリーズとブラジルの
方法論について審議

• 審議結果について２月２３日～２５日に開
催されるＣＤＭ理事会で審査予定
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